
（令和７年５月３０日）

＜イベント情報＞

外国人労働者の労働条件などルールに則った外国人雇用や

高度外国人材の就職促進について、事業主を対象とした周知・啓発活動を集中的に行います。

１主な取り組み

(１) 周知・啓発、指導
労働基準監督署やハローワークにポスターを掲示するとともに、パンフレットを活用し事業主等へ積極的に周知・啓発活

動を行います。
また、外国人の就労が多い事業所や留学生のアルバイト就労の多い事業所等に対し、雇用管理改善に関する指導・助言を

行います。

(２) 留学生をはじめとする「専門的・技術的分野」での外国人の就労支援の実施
ハローワーク千葉および松戸に設置している新卒応援ハローワークの留学生コーナーにおいて、個々のニーズに応じた留

学生支援を行っていることを周知します。

(３) イベント

６月は「外国人雇用啓発月間」です
知って、守って、みんなで活躍 ～外国人雇用はルールを守って適正に～

担当：職業対策課（清水） 電話：043-221-4391

『留学生コーナーのご案内』

外国人留学生の方の日本での就職を促進するため、千葉労働局では、留学生の多い地域の新卒応援ハローワークに留学生コーナーを
設置し、以下のようなサービスを実施しています。日本で就職することをお考えの留学生の皆様、支援をご希望の学校関係機関の皆様、ぜ
ひ一度、留学生コーナーにご相談ください。

【利用対象者】日本で就職を希望している留学生日本のビジネスマナーや雇用慣行の理解が一定程度あり、日本人学生と同じ支援内容でも
就職活動の継続に問題がないと判断される留学生

【実施している主なサービス】○専門の相談員による個別相談の実施専門の職業相談員により、就職後の在留資格の変更が問題なく行わ
れるかなど、在留資格を踏まえた職業相談・職業紹介を実施します。○出張相談等の実施大学側のニーズを踏まえ、必要に応じて定期的
な出張相談や職業意識啓発ガイダンスなどを実施します。

〇千葉新卒応援ハローワーク内留学生コーナー
千葉市中央区新町3-13日本生命千葉駅前ビル1階（ハローワークプラザちば1階） ＴＥＬ：043-307-4888

〇まつど新卒応援ハローワーク内留学生コーナー
松戸市松戸1307-1松戸ビル3階（ハローワーク松戸3階） ＴＥＬ：047-367-8609（48＃）

「外国人のための無料労働相談会」
【日時】令和７年６月３０日（月）午後１時～午後４時（１人４５分）
【場所】千葉県国際交流センター（千葉市美浜区中瀬１－３ 幕張テクノガーデンＤ棟１４階）
【対象・内容】外国人労働者等に対する、労働問題やその他一般の法律相談
【お申込先】公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー 千葉県国際交流センター

電話：０４３－２９７－２９６
主催：千葉県弁護士会／公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー、後援：千葉労働局

千葉県内のハローワークにおいて、外国人求職者専門の相談員や通訳員を配置していますので、安心して職業相談をしていただけます。

対応言語と曜日電話番号設置所

英語（月・木）／ポルトガル語（月・水・金）／スペイン語（月）／中国語（木）10：00～15：00043-242-1181千葉所

英語、中国語（水）10：00～15：00047-370-8609市川所

英語（月・火）／ポルトガル語（月）10：00～15：00／中国語（月）13：00～17：00047-367-8609松戸所

英語、ポルトガル語、スペイン語（火・水・金）／中国語（月）10：00～15：00047-420-8609船橋所

英語（木）／ポルトガル語（火・木）／スペイン語（木）11：00～16：00／中国語（金）11：00～15：300476-27-8609成田所

英語、スペイン語（木）／中国語（火）10：00～15：00043-300-8609千葉南所

『外国人雇用サービスコーナーのご案内』
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